
船舶事故調査報告書 

令和７年７月９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和６年２月１３日 ０７時００分ごろ 

発生場所 茨城県北茨城市大津漁港南南西方沖 

 大津港南防波堤Ａ灯台から真方位２０８°４.９海里付近 

 （概位 北緯３６°４４.９′ 東経１４０°４４.２′） 

事故の概要  漁船達佳
たつよし

丸は、北北東進中、また、漁船豊
ほう

伸
しん

丸は、漂泊中、両船が

衝突した。 

事故調査の経過 令和６年３月６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 達佳丸、４.９トン 

   ＩＧ３－６５２７（漁船登録番号）、個人所有 

   第２３１－１３６３４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 豊伸丸、４.９トン 

   ＩＧ３－６０６２（漁船登録番号）、個人所有 

   第２３１－９１９２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に破口等 

Ｂ 右舷船尾部に擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員１人（以下「甲板員Ａ」という。）が乗

り組み、しらす引き網漁の目的で、大津漁港を出航し、同港南南西方

沖の漁場で操業した後、帰航を開始した。 

船長Ａは、操縦席の前に立ち、手動操舵により、約１２ノットの対

地速力で北北東進中、周囲で操業中の他船が引いている網が気にな

り、他船の網に意識を向けたまま操船していたところ、船首部に衝撃

を受け、Ａ船の左舷船首部と漂泊して操業中のＢ船の右舷船尾部とが

衝突したことに気付いた。 

甲板員Ａは、衝突時、船首部甲板上でしらす
．．．

の水洗い作業に意識を

集中しており、Ｂ船に気付かなかった。 

船長Ａは、所属する漁業協同組合に本事故発生の連絡を行い、同組

合は海上保安庁に通報した。 

Ａ船は、自力航行不能となり、僚船により大津漁港にえい
．．

航され

た。 



Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員１人（以下「甲板員Ｂ」という。）が乗

り組み、しらす引き網漁の目的で、大津漁港を出航し、同港南南西方

沖の漁場に到着後、操業を開始した。 

船長Ｂは、北北東進して網を引いた後、主機を中立運転とし、船首

を北方に向けた状態で漂泊して、船尾部甲板上で甲板員Ｂと共に揚網

作業を行っていた際、Ｂ船の船尾方約２００～２５０ｍに接近するＡ

船を見たが、ふだん航行中の他船は漂泊中のＢ船を避けていたので、

今回もＡ船がＢ船を避けると思い、同作業を続けた。 

船長Ｂは、Ｂ船の船尾方約２０～３０ｍに接近したＡ船を見て衝突

の危険を感じ、Ａ船に向かって大声で叫び、また、操縦席に戻りＢ船

を前進させたが、Ａ船とＢ船とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ａが自身の所属する漁業協同組合に本事故発生の連絡

を行ったことを確認後、自力で帰航した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

分析  Ａ船は、北北東進中、船長Ａが、周囲で操業中の他船が引いている

網が気になり、他船の網に意識を向けたまま船首方の見張りを行って

いなかったことから、前路で漂泊して揚網作業中のＢ船に気付かず、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、漂泊して揚網作業中、船長Ｂが、Ｂ船の船尾方から接近す

るＡ船が操業中のＢ船を避けると思い、継続した見張りを行っていな

かったことから、Ｂ船に対する避航動作が遅れ、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

 船長Ｂは、ふだん航行中の他船は漂泊中のＢ船を避けていたので、

今回もＡ船がＢ船を避けると思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が北北東進中、Ｂ船が漂泊して揚網作業中、船長Ａ

が、周囲で操業中の他船が引いている網に意識を向けたまま船首方の

見張りを行っていなかったため、前路で漂泊して揚網作業中のＢ船に

気付かず、また、船長Ｂが、Ｂ船の船尾方から接近するＡ船が操業中

のＢ船を避けると思い、継続した見張りを行っていなかったため、Ｂ

船に対する避航動作が遅れ、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・船長は、航行中、特定の対象のみに意識を向けることなく、常

時、周囲の見張りを適切に行うこと。 

 ・小型漁船の船長は、漂泊して操業中、航行中の他船が自船を避け

るとは思わず、常時、他船の動静に注意を払うこと。 

 ・船長は、海上で事故が発生した場合には、事故発生場所から速や

かに海上保安庁に通報すること。 

 



付図１ 事故発生経過概略図 
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（令和６年２月１３日 

０７時００分ごろ発生） 


